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《 はじめに 》

令和３年度における地域年金展開事業は、令和２年度と同様、新型コロナウイルス

感染症拡大防止対策を踏まえて取り組みを進めていくこととしています。

現在、日本年金機構では「オンラインビジネスモデル実現の推進」を重点取組施策

と位置づけて、来訪・訪問型のビジネスモデルから、申請・届出手続きや制度説明会

の受講などがオンライン環境でも可能となるようなビジネスモデル（オンラインビジネス

モデル）を実現していく取り組みを行っています。

今後は、対面型の年金セミナーや制度説明会とあわせて、非対面で実施可能な

オンライン環境での年金セミナー等の開催を進めてまいりますので、引き続き、地域

年金展開事業にご支援とご協力をよろしくお願いいたします。
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１ 基本方針
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公的年金制度は「世代と世代の支え合い」と言われるように、広く世代・
年齢、地域・職域を超えた社会連携の下に成立しており、これはいかなる

制度設計の下でも普遍的なものである。

公的年金制度の運営にあたる日本年金機構にとって、地域、教育、企

業の中での年金制度の周知、理解、支援のネットワークの再生・再構築が

喫緊の課題であり、年金制度に対する理解をより深め、制度加入や保険

料納付に結びつけるため、それぞれの地域に根ざした「地域における年金

運営の展開に関する事業」（地域年金展開事業）を実施している。

今年度においても、公的年金制度の周知や理解、支援のネットワーク構

築のために「地域年金展開事業」を推進する。



(1) 地域連携事業・地域相談事業 ＜自治体・関係機関（団体）等への取組＞
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２ 令和３年度の取組方針

企業や自治体、教育機関、社会保険労務士会等と連携・協力し、ポスターの掲示やパンフレッ
トなどの設置を行う。また、企業や団体などに出向き、年金制度説明会や出張相談を実施する。

《具体的な取組事項》
◆ 事業所（団体）等での年金制度説明会の開催
◆ 市町村職員担当者向け研修および意見交換会の実施
◆ 市町村広報誌等による周知・啓発
◆ 社会保険労務士会との連携による周知・啓発
◆ マスコミ等を通じての制度周知
◆ ハローワークの雇用保険受給者説明会での説明
◆ 大学等での学生納付特例制度の出張相談

《重点取組事項》

○ 制度説明会の実施方法として、対面型のほかに非対面（Ｗｅｂ会議ツール等）での取り組み

をＰＲし、これまで実施のない団体等に対しても積極的にアプローチを行う。

○ ラジオを通しての年金制度説明の実施について、ＦＭラジオ局へアプローチを行う。

○ 民生委員の研修会等において制度説明を実施できるよう関係機関へ依頼する。



（２） 年金セミナー事業＜教育機関への取組＞
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大学、短大、専門学校、高等学校等で、公的年金制度の仕組みを説明する「年金セミナー」を
実施し、公的年金制度の啓発・周知活動を行うとともに、制度加入や国民年金保険料の納付等
を呼びかける。

《具体的な取組事項》
◆ 教育関係機関への協力依頼
◆ 大学、短大、専門学校、高等学校、中学校等における年金セミナーの実施
◆ これまでの対面型セミナーに加え、Web会議ツール、およびセミナー

動画（DVD）を活用した非対面型セミナーの提案
◆ 特別支援学校での教職員、保護者を対象にした障害年金の制度説明
◆ 「年金ポスター」コンクールの募集等にかかる協力依頼
◆ 社会保険労務士会、税務署と連携したセミナーの実施
◆ 地域年金推進員を活用した年金セミナーの実施拡大

《重点取組事項》

○ コロナ禍においても年金教育を推進するため、様々な実施方法を提案する。

○ 生徒、学生に限らず、教職員、父兄を対象にした年金セミナーを実施する。

○ 中学生を対象にした「年金ポスターコンクール」の募集拡大を図る。

○ 他の機関とのタイアップにより教育機関等の多様なニーズに対応する。
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年金委員の活動の基本となる冊子や制度改正に関するリーフレットなどの提供や、研修、意見
交換会を通じて、年金委員活動の支援を行う。

《具体的な取組事項》
◆ 年金委員研修・意見交換会の実施
◆ 年金委員の委嘱拡大
◆ 年金委員表彰の実施（１１月）
◆ リーフレット等の送付（随時）
◆ 広報紙「支えあい」の送付（地域型）

（３） 年金委員活動支援事業

《重点取組事項》

○ 地域型年金委員に対して、今年度も対面での活動は要請しないこととしており、チラシやリー

フレットの配付を通じて積極的な制度周知に取り組むとともに、地域での回覧等（非対面）の

協力依頼を行う。

○ 社会保険労務士会に加入する会員や市町村、機構ＯＢへ働きかけ、地域型年金委員の

委嘱拡大を図る。また、事業所訪問等の機会を捉え、職域型年金委員の勧奨を行う。

○ 年金委員研修について、Ｗｅｂ会議ツールやＴＶ会議システムを使用した取り組みを進める。



（４） 地域年金事業運営調整会議
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日本年金機構が取り組む公的年金制度の普及・啓発活動について、学識経験者や関係機関
など各分野の有識者からなる「地域年金事業運営調整会議」を都道府県ごとに開催し、地域に
密着した事業推進の在り方について意見交換を行っている。

福島県では、７月と１月の年２回開催している。

《取組事項》

○ 地域年金展開事業の事業計画の策定し、取組方針や事業の経過・結果などの報告を行

い、効果的な事業運営の推進に関するご意見や助言を伺う。

○ 地域年金展開事業の充実を図り、地域に密着した公的年金制度の周知等を行うために

各委員との意見交換を行う。



３ 月別事業実施計画

年 月 地域連携事業 年金セミナー事業 地域相談事業
年金委員活動

支援事業

毎月
（随時）

・年金制度説明会等の実施に向け
たアプローチ

【全事務所】
・市町村向け広報誌「かけはし」の
情報提供

【全事務所】
・全国健康保険協会福島支部、福
島県社会保険委員会連合会、福
島県社会保険協会との打合せ
【東北福島（代表）】

・年金セミナーの実施に向け
たアプローチ

【全事務所】
・年金セミナー講師養成研修
【全事務所】

・遠隔地等における出張年
金相談の実施

【会津若松・相馬】
・ハローワークにおける離職
者対象の説明会

【東北福島・郡山・平・白河】

・地域型年金委員向け広報
紙「支えあい」の情報提供

【全事務所】
・地域型年金委員会との打合
せ

【東北福島（代表）】
・地域型年金委員へ市町村
向け広報誌「かけはし」の情
報提供

【郡山・平】
・地域型年金委員連絡会
【全事務所】

令和３年
４月

・教育関係機関へ事業全般
に関する協力要請

【東北福島（代表）】

５月

・管内国民年金初任者研修会
（５～６月）

【全事務所】

・「年金ポスター」募集に関す
る協力要請
【東北福島（代表）】

・今年度における年金委員の
重点的な活動内容等の周知
及び協力依頼

【全事務所】

６月

・関係機関へ「わたしと年金」エッセ
イ募集に関する協力要請

【東北福島（代表）】

・中学校長会各支会、高等学
校長協会各支部における年
金セミナー等の実施に向け
たアプローチ（６～７月）

【全事務所】

・「わたしと年金」エッセイ募集
に関する協力依頼

【東北福島（代表）】

７月
・年金委員被表彰推薦者の
決定【全事務所】

８月

8



9

年 月 地域連携事業 年金セミナー事業 地域相談事業
年金委員活動

支援事業

９月
・「年金ポスターコンクール」の
作品の選考
【東北福島（代表）】

１０月

・事業所の事務担当者説明会
【全事務所】（10～11月）

・県内の各学校へ今年度及
び次年度の年金セミナーの
実施に向けた依頼文書発出

【東北福島（代表）】

１１月

・関係機関へ「ねんきん月間」に関
する協力要請

【東北福島】
・年金受給説明会（11～１月）
【全事務所】

・管内の大学等へ年金セミ
ナーの実施及びパンフレット
配布依頼（11～２月）

【全事務所】

・大型商業施設における年
金相談会の実施

【東北福島】
・管内の市町村での出張年
金相談の開催

【会津若松】

・職域型年金委員等研修会・
表彰伝達式の実施

【東北福島（代表）】
・福島県地域型年金委員研
修会

【東北福島（代表）】
・「ねんきん月間」に関する協
力依頼

【東北福島（代表）】
・適用事業所における職域型
年金委員の委嘱勧奨

【全事務所】

１２月

１月

２月
・地域型年金委員意見交換
会（２～３月）

【全事務所】

３月


